
令和４年度定期監査（第２回財務等監査）の結果に関する措置等について 

(令和５年２月２２日現在) 

 

１ 監査の期間   令和４年９月６日から同年１１月２５日まで 

 

２ 監査対象年度  令和４年度事務（令和４年７月３１日現在）、補助金の交付事務及び委託

等の契約事務については、令和３年度事務を含む。 

 

３ 指摘に対する措置 

指摘の概要 担当局部課 措置内容又は措置方針等 措置分類 

(1) 建物修繕において、合理

的な理由もなく分割発注して

おり、また、当該案件につい

ては実績報告書等が提出され

ておらず、履行が客観的に確

認できなかった。 
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 分割発注については、地方公営

企業法施行令第２１条の１４第１

項の認識不足であったことが主な

原因である。 

このため昨年１２月１日より地

方公営企業法施行令や関係法令の

順守を徹底したところである。 

 

建物修繕の履行確認について

は、担当者による現場立会のみと

していた。 

このため、昨年１２月発注分か

ら客観的な履行確認が出来るよ

う、実績報告書等の提出を求める

こととした。 

 

なお、適正な事務処理を行うた

め、１２月１日に総務課長から、

所属職員全員に口頭指導を行っ

た。 

(通知受理日:令和５年１月２７

日) 

 

措置済 

(2) 貸借対照表に固定資産と

して計上されているパソコン

のうち、２台の所在が不明と

なっている。 
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パソコン２台はいずれも看護部

事務室等で使用されていたもの

で、パソコン本体はすでに処分済

みであったにも関わらずパソコン

使用部署と総務課間の情報共有が

なされず、書類上の手続きがなさ

れていなかったものである。 

 当該固定資産は昨年１０月末に

除却処分の事務手続きを完了し

た。 

 今後は、適正な事務処理を行う

ため、１２月１３日付けで総務課

を含め、院内各部署へ注意喚起文

書を発出した。 

(通知受理日:令和５年１月２７

日) 
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４ 意見に対する見解 

意見 担当局部課 見解 

随意契約は一般競争入札を原則

とする契約方式の例外であり、随意

契約によることができるのは地方

公営企業法施行令第２１条の１４

第１項各号に掲げる要件に該当す

る場合に限られている。したがっ

て、随意契約をしようとする場合

は、個々具体的にどの要件に該当す

るかを確認する必要がある。上記の

指摘事項にあるように、本来は１件

の契約を故意に細分化すること等

ないように法令に則ることはもと

より、少額随意契約に係る手続を定

めるなど内部統制の整備及び運用

に取り組み、適正な事務処理を図ら

れたい。 
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昨年１２月１日付けで、少額随意契

約事務取扱要領を制定し、運用を開始

したところである。 

 

今後は、地方公営企業法施行令に基

づき、具体的にどの要件に該当するか

を確認するなど、契約事務の適正な事

務処理を図るとともに、複数によるチ

ェック体制を運用してまいりたい。 

(通知受理日:令和５年１月２７日) 

 


